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The nuclear reactor regulation law was amended three years ago (2012). In this amendment, the 

operation period of the commercial nuclear power plants in Japan was limited to 40 years. This 

limit may produce various problems in plant life management. So this paper proposes several 

recommendations for improvement. 
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１．はじめに 

福島第一原子力発電所事故を踏まえて平成 24 年に改

正された原子炉等規制法において、我国で原子力発電所

が運転できる期間は40年間と規定された。また、原子力

規制委員会の認可を受ければ、その期間を１回に限り20

年を超えない期間、延長できるとされた。この原子炉等

規制法の改正は議員立法で行われたものであり、この改

正の是非を審議した第 180 国会 参議院 環境委員会の会

議録で見ると、政治色の濃い内容であり、運転期間40年

には技術的根拠、理由がないことがわかる[1]。 

軽水型原子力発電所は設計の成立性を確認するため、

評価上の条件として運転期間を仮定して主要機器の経年

劣化評価を行うが、建設当時は設計上十分に成立すると

考えられ、税制上も問題がないと考えられた「40年」を

仮定して評価を行った経緯があった。その後、先進各国

では良好な運転実績を踏まえて、より長期の運転期間を

仮定して評価が行われ、長期的健全性が証明されたもの

は少なくとも60年間の運転継続が認められている。米国 

では 80 年間の運転を認めるための規制方法が議論され

ている。 

以上のように、発電所機器の長期健全性が技術的に証 

 

 

 

明できれば、40年を超える長期間の運転を認める考え方

が世界的潮流であり、世界の常識となっている。これは、

原子力発電所に係わらず全ての人工構造物の供用期間は

当該構造物の状態を検査で把握し、その結果を用いてそ

の後の健全性を技術的に予測評価した結果に基づき決定

されるという普遍的な考えに基づくものである。それに

もかかわらず、我国では原子力発電所の運転期間を原則

として40年に限定することとなった。 

この運転期間 40 年制限はこれまでの人工構造物管理

の考え方を否定するだけでなく、後述するように、様々

な問題を生じさせる可能性がある。このため、原子力発

電所の運転期間制限に関する問題の調査、検討を行った。 

２．プラント運転期間と寿命に関する考え方 

2.1初期のプラントの設計・建設段階において想定

していたプラント運転期間と寿命 

(1) 原子力発電業界の認識 

我国の初期の原子力発電プラントでは、建設時40年等

の一定の運転年数を仮定した設計上の評価がなされてき

た。しかしながら、この運転年数は、原子炉（圧力）容

器等の重要な設備の設計において、機器に発生する経年

劣化事象の累積量や進展量を評価し、その設計の妥当性

や保守性を確認するために想定した年数であり、いわゆ

るプラントの寿命ではない。  
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一方、実際に発生する経年劣化は、設計時の想定より

も一般的に少ないか遅いため、実機条件での評価や劣化

進展の監視を行うとともに、運転経験や試験研究等によ

り得られた知見を反映した予防保全や経年劣化状況に応

じた機器取替等の保全活動を的確に実施することで、プ

ラント全体としては、当初の設計評価期間を超える運転

は十分に可能との認識が初期のプラントの設計・建設段

階においてあった。この事は後述するように、初期プラ

ントの運転開始後、15 年を過ぎた頃から運転期間 40 年

を超える運転を想定し、長寿命化技術開発などが行われ

るようになったことからも窺える。 

(2) 海外の認識 

①国際原子力機関（IAEA）における認識 

IAEAが発行している関連文書を調査した。その結果、

いくつかの文書にプラント運転期間と寿命に関する記載

があった。その一例を以下に示す。 

1999年に発行された IAEAの INSAG-14[2]には「1970

年代や 80 年代に運転開始した原子力発電所は一般に 30

～40年間の運転寿命を想定して設計されているが、いく

つかの運転組織は現在、一部の発電所の運転寿命を 45、

50または60年にまで延長する可能性を検討している。」

との記載がある。 

②米国における認識 

米国では、原子力発電所の運転認可期間は最長40年間

であり、期間満了後は更新が可能となっている。その更

新延長期間は原子力法下では制限がないが、NRC は 20

年と制限している。 

当初の「認可期間40年」の根拠は、運転認可更新規則

を最初に発行した際の官報(1991 年 12 月 13 日付）で次

のように述べられている。すなわち、「司法省及び電気共

同組合は、独占禁止の観点から20年の認可期間を支持し

たが、電気事業者は、原子力発電所の減価償却の観点か

らより長い認可が必要であるとの見解を示し、議会が40

年の期限を決定した。」ということである。 

また、NRC の認可更新に関するホームページ（Fact 

Sheet）では、「原子炉認可に対する最初の40年間の認可

期間は、原子力技術の制限によるものではなく、経済性

と独占禁止の点から決められたものである」との記載が

ある。そして「しかしながら、このように決定された期

間から、いくつかの系統、構築物、機器では想定される

40年間の供用寿命をベースに工学的な評価が行われてき

た。」との記載がある。 

また、「なぜ 40 年間か？」と題する NRC の別のホー

ムページには、以下の記載がある。 

「原子力法は 1934 年コミュニケーション法をモデルに

しており、そこでは放送局の操業が数年間の間認可され

ていた。そしてその免許に適合していれば、認可の更新

が認められるとされていた。原子力法においてもこれと

同様に、原子力発電所に対してそのライセンスを更新す

ることを認めた。議会が原子力発電所のライセンスに対

して40年間を選択したのは、その期間であれば通常は発

電所は電気料金によって費用回収が完了するからである。

40年間の認可期間は、安全性、技術面あるいは環境面に

基づいたものではない。」 

③他産業の認識 

火力発電プラントや化学プラントにおいても、予防保

全対象である機器の疲労やクリープなどの経年劣化に着

目して、適切に検査、劣化評価、補修等の保全活動を実

施し、安全性を証明できるのであれば、40年を超える長

期運転も可能と考え、そのような運用が行われている。 

2.2 運転保守実績を蓄積した時点におけるプラン

ト運転期間と寿命の考え方 

(1) 運転開始後30年を迎える前の認識（国内外の寿命延

長評価プロジェクト等） 

 電気事業者とプラントメーカは、長期的視点に立って、

1976年頃から電力共通研究等を通じて未解決の経年劣

化事象のメカニズム解明やその対策、大規模な機器取替

工法の検討等、産学官をあげての積極的な取り組みがな

されてきている（Table 1）。 

このように、産業界、国ともに、初期プラントが運転

開始して15年程度経過した頃から既にプラント建設時

に機器の健全性を評価するために仮定した運転期間40

年を超えて運転することを想定して各種の研究を開始し

ている。 

(2) 高経年化技術評価の枠組みを確立した理由 

プラント建設時点で仮定した運転期間 40 年を超えて

長期運転を行うことを想定して、いわゆる高経年化対策

が米国や英国など比較的早く商業運転を開始した国にお

いて開始され、整備されてきた。米国では1991年12月

に原子力規制委員会(NRC)の運転認可更新規則が策定

（1995 年 5 月一部改訂）され、1998 年 5 月には、カル

バートクリフ及びオコニーが最初の運転認可更新申請を

行っている。 
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海外では、このように長期運転に伴うプラントの高経

年化に対応するため、一律に運転期間を制限するのでは

なく、プラント毎に運転期間の認可更新や10年毎の技術

評価に基づいて長期運転への対応を図っている。その結

果、たとえば、米国では平成26年12月末時点で、99基

の運転プラントのうち9割以上の92基で60年運転へ向

けたライセンス更新を行っており（残り 7 基のうち、4

基は申請予定、3 基は比較的新しいプラント。）、73 基で

既に60年運転の認可更新を取得済みである。 

国内においても1990年頃から国、電気事業者で軽水炉

の高経年化対策検討に関する調査・検討を開始し、適切

な保全活動を実施していくことが重要であることが認識

され、1994年6月、国の総合エネルギー調査会原子力部

会中間報告等にて高経年化への対応の重要性が指摘され

た。これを受け、国内の高経年化に関する検討は、2つの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フェーズ（パート）に分けて開始された（Table 2）。 

(3) 新規制基準（運転期間延長制度）導入後の認識 

平成24年に改正された原子炉等規制法において、我国

で原子力発電所が運転できる期間は 40 年間と規定され、

原子力規制委員会の認可を受ければ、その期間を１回に

限り20年を超えない期間、延長できると規定された。 

運転期間延長手続きに関連して発行された「実用発電

用原子炉の運転の期間の審査基準（平成 25 年 11 月 原

子力規制委員会）」では、運転期間延長申請の認可のため

には技術上の基準に適合させるために必要となる工事の

計画が認可等の手続きにより確定していること、および

原子炉等の設備の劣化評価結果が延長しようとする期間

において規定の要求事項に適合することが求められてい

る。 

また、「実用発電用原子炉の運転期間延長認可申請に係 

Table1 History of the Major Researches on Plant Life management in Japan 

西暦 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

和暦 58 59 60 61 62 63 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

PTS（原子炉圧力 容器 加圧 熱衝 撃）

S58～H3

中性子照射した供試材等を用いた破

壊力学試験や圧力容器のモデル試験

を行い，加圧熱衝撃に対して圧力容器

が破損する恐れがないことを実証

PLEX（長寿命化技術開発ﾌｪｰｽﾞⅡ）

　S62～H8

2相ステンレス熱時効や照射ステンレ

ス鋼の破壊靱性に関する試験や原子

炉圧力容器試験片の再生可能性等を

確認

SAF（機器配管供用期間中健全性実

証試験）H3～H12

機器・配管に微小欠陥を仮定し，その

進展後の損傷に対する健全性の実証
と評価手法等を確立

SGF／UTS（UT検出性・サイジング能

力検証）H4～H16

SG伝熱管疲労検査技術の開発や超音
波探傷による欠陥検出性及びサイジン

グ精度等を確性

EFT（環境疲労）

H6～H18

環境中疲労試験データの系統的な取

得及び実機評価に適した評価手法の

開発

PMT（表面改良）

H8～H15

炉内構造物等のSCC予防保全対策と

してのレーザークラディング等の表面
改質技術を確立

PLIM（照射脆化，熱脆化）

H8～H17

原子炉(圧力）容器の中性子照射脆化
評価技術や一次系圧力バウンダリ配

管の熱脆化評価技術等の確立

WIM（照射材料補修溶接技術） H9～

H16

原子炉容器や炉内構造物等の中性子

照射材に対する補修溶接技術の確立

NiSCC（Ni基合金おSCC進展評価（定

荷重））　H12～H17

健全性評価のため，Ni基合金のSCC

進展速度データ等を整備

IASCC（照射誘起応力腐食割れ評価

技術）H12～H20

IASCC感受性，き裂発生及び進展等に

ついて照射後試験を中心にデータ取得

を行い炉内構造物の IASCCに対する

適切な評価，管理に手法を検討

IAF（複雑形状部機器配管健全性）H13

～H19

複雑形状部の溶接残留応力評価手法

及び破壊力学的手法を用いた亀裂進

展評価手法の確立

ACA（ケーブル絶縁低下）

H14 ～H20

熱劣化後及び熱・放射線による同時劣

化後のデータ等を取得し，安全系ケー

ブルの経年劣化評価を検討

NNW（炉内構造物等特殊材料溶接部

検査技術）　H14～H20

ニッケル基合金溶接部を対象としたUT

及びECTによる欠陥検出性やサイジン

グﾞ性等の検証

NSA（低炭素ｽﾃﾝﾚｽ鋼のSCC検出ｻｲ

ｼﾞﾝｸﾞ技術実証）H15 ～H18

低炭素ステンレス鋼溶接部を対象とし

たUT及びECTによる欠陥検出性やサ

イジング性等の検証

IGSCC（原子 力用 ステ ンレス鋼 の耐

IGSCC）　H15～H19

より信頼性の高い評価を実施するため

原 子 力 仕様 低炭 素ス テンレス 鋼の

SCCき裂進展データの拡充

NSC（Ni基合金SCC進展評価実証試験

（定変位））　H17～H21

Ni基合金のSCC進展速度データの拡

充

NFA（Ni基合金溶接金属の破壊評価

手法実証）　H17～H21

Ni基合金溶接部の破壊評価に必要な

材料データの取得及び模擬試験体に

よる破壊試験を踏まえた評価手法の検

証

P-PLIM（高照射領域の照射脆化予測）

H17～H22

高照射材料の組織観察や破壊靱性移

行量を調査し，高照射領域での照射脆

化予測の妥当性を検証

P-WIM（照射材溶接部の健全性評価

手法検証）　H18～H23

補修溶接した試験体に照射を行い，疲

労強度評価，き裂進展評価等の溶接

部特性評価試験を実施し，健全性評価

手法の妥当性等を実証

ENI（低炭素ステンレス鋼の照射脆化

影響）　H19～H25

BWR炉内構造物に使用される低炭素

ス テ ンレス 鋼 及 び 溶 接部 を対 象に

IASCC感受性しきい値以下の照射がき

裂進展に与える影響の確認

目的／概要
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る運用ガイド（平成26年8月改正 原子力規制委員会）」

では、運転期間延長申請時に必要となる「当該申請に至

るまでの間の運転に伴い生じた原子炉その他の設備の劣

化の状況を把握するために実施した点検（特別点検）」の

詳細要求事項として、原子炉（圧力）容器の炉心領域100％

（母材及び溶接部）に対する中性子照射脆化に着目した

超音波探傷試験要求や一次冷却材ノズルコーナー部（給

水ノズルコーナー部）の疲労に着目した表面検査要求な

どの試験要求が記載されている。 

同じく、平成25年6月の新規制基準施行に伴い「実用

発電用原子炉施設における高経年化対策実施ガイド（平

成 25 年 6 月 原子力規制委員会）」も公表された。従来

の高経年化技術評価からの主な変更点は、対象範囲に常

設重大事故等対処設備等を追加すること、40年を超える

プラントの高経年化技術評価では特別点検の結果を適切

に反映すること、などである。 

2.3現在の規制制度と高経年化への対応の考え方 

原子力発電プラントの高経年化に係る新規制制度とし

て、これまでの高経年化対策制度に加えて新たに運転期

間延長認可制度が設けられた。 

新規制基準では、福島第一原子力発電所事故への反省

を踏まえ、津波をはじめ地震や竜巻、火災、溢水等の自

然災害を含む外部事象への設計要求が大幅に強化され、

さらに厳しい重大事故等対処設備の設置と対処のための

体制整備が求められるようになったが、高経年化技術評 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

価においても、常設重大事故等対処設備に対する劣化評

価をはじめ福島第一原子力発電所事故を踏まえた技術評

価要求が強化されている。 

高経年化対策制度は、基本的にこれまでと同様、運転

期間を60年と仮定し、30年目以降10年毎に機器の高経

年化に関する技術評価を行い、長期保守管理方針を策定

して保安規定の変更認可を得ていくものであり、30年目、

40年目のみならず、運転期間延長認可後、50年目以降も

同様に実施することが求められている。 

一方、新規制基準とともに導入された運転期間延長認

可制度は、発電用原子炉の運転できる期間を一律運転開

始から40年と制限し、その満了までに原子力規制委員会

の認可を受けた場合に、１回に限り最大20年の運転期間

延長を認めるものである。運転期間延長認可申請には、

原子炉（圧力）容器等に対する特別点検の結果、延長し

ようとする期間に対する高経年化技術評価及び長期保守

管理方針の添付が求められている。 

上で述べた福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえ

た新規制基準及び高経年化対策制度の２つが整備された

ことを考えると、最新知見を反映して継続的に機器設備

等の経年劣化評価を行い、必要な保全内容の見直しを行

ってプラントの保全計画を立案、実施、検証していく高

経年化対策のあり方は、福島第一原子力発電所事故の教

訓を踏まえた新規制基準と相俟って、原子力発電プラン

トの長期運転に対する安全性を確保する一つの有効なや

り方であると考えられる。したがって、プラントの運転

Table 2  History of Plant Life Management in Japan 
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期間を一律に40年と制限するのではなく、むしろ長期的

な観点から高経年化対策制度と新規制基準に基づく安全

性向上活動を徹底していくことが重要であると考える。 

 

３．原子力発電所の安全性を確保するための方

策と考え方 

3.1 安全性を確保するための設計、管理及び規制

基準 

(1) 安全設計と経年劣化管理 

技術は日進月歩である。建設時の最新技術を取り入れ

てプラントを建設した後も、技術は常に向上し、重要な

知見が蓄積される。このため、最新技術と最新知見を用

いて建設したプラントも建設が完了した時点から陳腐化

が始まる。特に運転開始後、国内外のプラントで事故や

トラブルが発生し、その際に得られた知見あるいは教訓

が安全上極めて重要である場合、従来の規制基準が変更

され、新しい規制基準が制定されることがある。もし規

制基準が改正されると、通常は既設の運転プラントにも

適用（バックフィット）されるが、安全性を決定する要

素である安全設計と保全のうち、安全設計は既設機器の

改造を必要とする場合があり、中にはその改造が容易で

ない場合がある。このような時に必要となるのが、安全

性評価あるいはリスク評価である。必ずしも新規制基準

の規定を満足しなくても、機械系の系統機器の構成や人

間系による運用の見直しで、新しい教訓を踏まえた視点

から見ても十分な安全性が確保されていると評価される

ことがあり得る。このような場合は新規制基準を満たさ

ない既設運転プラントであっても運転継続を認めるのが

合理的である。 

安全確保を前提として原子力の平和利用を推進する

上では、それを実現するための規制基準が極めて重要と

なる。安全を確保するためには、事故の発生を防止する

ため規制のハードルを適切に設定すると共に、機械系の

みならず安全文化醸成など人間系においても継続的な安

全向上への取り組みを行うことが最も有効であると考え

られ、規制のハードルは高くする必要がある。しかし、

一方で原子力の平和利用を推進し、国民の福祉や生活水

準の向上に寄与するためには、原子力産業を振興するた

め規制のハードルをできるだけ低くする必要がある。両

者の絶妙なバランスが必要なのである。これまで先進諸

外国においても最新知見を反映しながら規制基準の策定

に知恵を凝らし創意工夫して規制のハードルを適正なレ

ベルにするために努力が継続されてきた所以である

（Fig.1）。 

 

Fig.1 Regulatory Hurdle 

 

この観点からバックフィット・ルールを合理的に策定

することは極めて重要である。なぜなら、前述のように、

最新知見を取り入れて建設した原子力プラントも建設が

完了した瞬間に陳腐化が始まるので、全てのプラントが

多かれ少なかれ最新基準をバックフィットせざるを得な

い状況に陥ることになるからである。したがって、規制

基準は安全を確保するための最低限の要件（Minimum 

Requirements）であるべきであること、バックフィッ

ト・ルールは運転プラントに規制基準を満足させるため

のものではなく、規制が要求している安全性のレベルを

要求するものであることが重要である。 

(2) 40年設計の意味 

① 寿命の定義 

プラントの存続に決定的な影響を与えるのが、プラント

の経済性（経済効率）と安全性（安全機能）である。経

済性が一定以上低いとプラントは存続できない。安全性

が一定以上低くても存続できない。 

 この観点からプラントの寿命を決定する要因について

検討した。その結果をFig.2に示す。 

 

 

Fig.2 Determinant Factors of Plant Life 

 

② プラント設計における経年劣化の配慮 
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Fig. 2 に示したように、プラントの寿命に影響を与え

るものの１つとして経年劣化があり、これはプラントの

経済性にも安全性にも影響する。このため、プラントの

設計時点では、当面の運転期間を想定し、その期間内に

経年劣化（たとえば、中性子照射脆化や疲労）がどの程

度進むかを評価する。当該設計が運転期間中に進行する

経年劣化を想定しても十分に健全性を維持できること、

すなわち、その成立性を確認するのである。 

その後、運転を開始してからその実際の詳細な運転デ

ータおよび検査結果に基づき、再評価を実施することに

より、機器の健全性を確認するのである。評価の結果、

何らかの対策が必要であれば、物理的、経済的に可能な

範囲で機器の更新や改造を実施し、運転を継続する。 

このような考え方は、国内外を問わず、また産業を問

わず、一般的である。 

③ 新知見/規制基準とプラント寿命 

Fig.2に示したように、新知見に基づき、規制基準が改

正されると、これもプラントの寿命に影響を与える場合

がある。たとえば、新規制基準を満たすために、機器あ

るいは設備を改造しようとした時、それが物理的に不可

能である場合がある。あるいは経済的に不可能である場

合がある。このような場合はそのときがプラントの寿命

となる。 

ここで重要なことは、前述のように、最新技術と最新

知見を用いて建設したプラントであっても建設が完了し

た時点から陳腐化が始まる、ということである。したが

って、規制基準が新知見に基づき改められた時、その規

制基準の文面に捉われず、プラントの安全性に立ち戻っ

て考えることが重要である。なぜなら、プラントに求め

られるのは規制基準の文面に適合することではなく、安

全性を一定以上に確保できるか否かということであるか

らである。これこそが原子力基本法及び原子炉等規正法

が求めることであると考えられる。 

以上の観点から考えると、新規制基準をバックフィッ

トするか否かについての判断を迫られる機会は多分にあ

り、その判断は安全確保上、極めて重要である。したが

って、新規制基準のバックフィットはどのような場合に

行うか、その適用範囲、適用方法、判断基準などを具体

的に規定することが重要となる。 

3.2 最新規制基準のバックフィット 

(1) 米国および欧米での考え方 

①米国におけるバックフィット 

米国における際新規制基準のバックフィットについて

調査した。米国の原子力規制当局である NRC のバック

フィットに関する考え方はFug. 3に示すとおりである。 

 

Fig.3 Regulatory Analysis on Back-fitting  

(NUREG/BR-0058, Rev.4) 

 

② 英国におけるバックフィット 

英国、フランス、ドイツにおけるバックフィットにつ

いて調査した。調査結果の詳細は、紙面の制約から割愛

する。 

(2) 我国における考え方と課題 

我国においては、従来、法的に明文化されたバックフ

ィット規制はなかった。しかしながら、例えば、耐震に

ついては大地震等の経験をふまえ、安全上重要な設備に

対して耐震健全性を再確認し、必要に応じて対策・補強

し、国はそれを確認する仕組み、いわゆるバックチェッ

クにより、プラントの健全性を確保してきた。 

しかしながら、平成25年7月の新規制基準導入により、

原子炉等規制法第四十三条の三の十四及び同第四十三条

の三の二十三にバックフィットに関する規定が明記され、

発電所の建設認可時期によらず、常にバックフィットが

要求されることとなった。 

バックフィットの場合、特に課題となるのは、その判
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定基準とバックフィットの適用時期である。米国では、

「公衆の適切な防護」に影響がある場合にのみ、コスト

を考慮せずに迅速なバックフィットを要求しているが、

これ以外は、改造等のコストと安全性向上によるメリッ

トを比較し、バックフィット要否を判断することが定め

られている。また、バックフィット命令時においても、

同時に電気事業者からの回答や実施計画の提出を求め、

対策実施に必要な期間を考慮して猶予期間を定め、運転

を止めることなく手続きを進められるようになっている。 

安全を常に維持・向上させることは重要ではあるが、

バックフィットについては、米国等のルールを参考に、

科学的技術的手法を用いてプラント全体の安全性向上へ

の寄与度やコスト効果等を評価した上でバックフィッ

ト・ルールの適用を判断し、その適用範囲、適用方法、

猶予期間等を決定する等の科学的合理性を取り入れた制

度設計とすることが必要である。 

４．原子力発電所設備管理のあるべき姿 

4.1原子力安全の構造とその構成要素 

原子力安全は、機械、電気、制御及び土木建築の各設

備から成る機械系と、それを運用する人間系の２つの系

から成っていると考えられる[4]。 

機械系は想定する外部事象や内部事象などの設計条件

を踏まえて、多重性/多様性、独立性などのシステムに冗

長性を持たせる安全設計上の配慮やフェイルセーフ、フ

ールプルーフ、インターロック等のヒューマンエラー対

策などがなされており、設計上の機能が発揮されれば、

一定以上の信頼性あるいは安全性を確保できるようにな

っている。これに対し、人間系は、通常時（平時）にお

いては機械系を設計条件内で計画的に、しかも安全安定

に運用（運転、保全等）し、製品を生産するが、機械系

の故障等の内部事象や地震･津波等の外部事象により、異

常が生じたり事故状態になったりした時（有事）にも安

全を確保しながら機械系を停止、収束させる、いわゆる

事故対応を行う。言い換えると、原子力安全は機械系の

安全機能と人間系の対応が相俟って確保されると言える。 

4.2保全活動による経年劣化管理と安全性確保 

保全とは、機械系に劣化が生じ、その結果として機械

系の各種機能が低下するのを人間系が修復する活動のこ

とである。この保全活動は、劣化等の発生・進展の予測

をベースに対象機器の検査・モニタリングを計画し（P）、

それを実行する（D）。そして、その結果を評価し（C）、

必要に応じて対象機器に是正措置を加える（A）活動であ

り、いわゆる保全のPDCAを構成している[4]。 

 以上のような、検査技術を用いてプラントを構成する

機器や建屋の状態を把握し、劣化評価技術を用いてその

後の運転に伴う劣化の進展を予測評価した上で、継続運

転の可否を判断し、必要に応じて是正措置を講じるとい

う保全活動は原子力発電所に限らず、広く一般産業プラ

ント等においても実施されており、極めて普遍性の高い

活動であり、プラント寿命中において繰り返し行われ、

設備の健全性が維持される。 

５．より良い規制へ向けた改善提案 

5.1本来あるべき姿から見た問題点と改善提案 

(1) 運転期間40年制限の廃止 

現在の原子力発電所の運転期間を一律 40 年に制限す

る制度については、科学的・技術的観点から、さらには

国際的な動向からも適切なものではないと考えられ、原

子炉等規制法を改正し、制度の見直しを行うべきである。 

(2) 運転期間延長申請の受付時期 

法律の改正までの間、運転期間が40年を経過した後で

も、運転期間延長の申請ができるようにし、審査に長期

を要する場合は、電気事業者による健全性の証明（検査

と評価）を前提に、運転継続を認める等のルールを明確

にすべきである。 

5.2規制手続き上の課題と改善提案 

(1) 運転期間延長認可申請期間 

運転期間延長認可申請のできる時期については、米国

のライセンス更新申請と同様に、運転期間満了に対し数

年以上前の早期の段階から申請ができるよう、早期の運

転期間延長認可の審査が可能となるよう見直すことが求

められる。 

(2) 運転期間延長認可申請プラントの認可期限 

すでに運転期間延長認可申請を行っており、かつその

審査を行っているプラントに対しては、仮に審査が40年

満了時点を経過したとしても、審査が継続され、運転期

間延長の認可を得ることができるようにすべきである 

(3) 運転期間延長認可制度の手続き等に関する改善案 

運転期間延長認可制度の手続き等を下記のように改善

すべきである。 

・運転期間延長認可申請を行うことのできる時期につい

ては、運転開始40年満了の数年程度以上前から可能と

なるようにする。（実用炉規則の改正） 

・これに合わせて、原子力規制委員会が運転期間延長に

係る審査を行い、認可を出す時期についても、審査状況
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に応じて早期に出すことが可能となるようにする。 

・運転期間延長認可申請を行っているプラントは、審査

期間が長期に及び、40 年満了までに審査が完了しない

場合でも40年時点を超えて審査を継続し、認可手続き

ができるように明記する。(原子炉等規制法の改正) 

・新規制基準適合のための工事計画の認可手続き完了を

運転期間延長認可申請の認可の必須要件としないよう

見直す。（審査基準の見直し） 

・運転期間が 40 年満了に達している、もしくは 40 年に

近づいているプラントに対する猶予期間を見直す。（原

子力規制委員会設置法の改正等） 

・運転期間延長認可制度は、高経年化対策制度との重複

部分について整理し、より効果的効率的なものとする。 

・特別点検は、高経年化対策制度の側で実施する方が合

理的であるので、そのように修正する。 

5.3運転期間延長申請に必要な特別点検の技術的問

題点 

 高経年化技術評価や供用期間中検査との関係を整理し

た上で、各点検対象部位に対して着目する劣化事象、点

検方法の他、その必要性、技術的根拠を明確にすべきで

ある。 

5.4バックフィット・ルールへの改善提案 

我国においても、米国等のルールを参考に、科学的技

術的手法を用いてプラント全体の安全性向上への寄与度

やコスト効果を評価した上で、その適用範囲、適用方法、

猶予期間等について具体的に決定できるようにバックフ

ィット・ルール制度の見直しを行うべきである。 

６．まとめ 

 一般に産業設備はその劣化状況を検査・把握し、その

検査結果を評価して必要な補修等を実施することにより

維持され、運転に供される。また、運転保守経験や試験

研究により新たな知見が得られれば、それらを踏まえて

設備を改良し、必要な安全性を確保した上で運用される。

このように、設備が健全に劣化管理され、安全性が確保

されていると評価される限り、運転期間に制限を加えず

に設備を活用し、国民や社会に役立てるのが本来の考え

方である。これは、国内外を問わず、また産業設備の種

類に依らず、普遍的な考え方、やり方である。 

しかるに、平成 24 年に改正された原子炉等規制法は

原子力発電所の運転期間を原則 40 年に制限するという

世界的にも極めて特殊な考え方に基づき我国の原子力発

電所を規制している。この法改正は議員立法で提案され、

成立したもので、「40 年」にはまったく科学的、技術的

根拠のなく、政治的に決定されたものである。本来、産

業設備の寿命は科学技術的に、あるいは経済性で決定さ

れるべきものである。このような政治的に決定された運

転期間40年制限は、本文で述べたように、むしろ原子力

発電所の安全性を低下させることに繋がり兼ねない。ま

た一方で優良な我国の資産を活用することを妨げ、それ

によって生じる負荷を国民に押し付けることにもなり兼

ねない。 

我国の原子力基本法および原子炉等基本法はその目

的において、安全を確保して原子力を活用し、将来エネ

ルギー資源を確保することにより、学術進歩と産業振興

とを図り、もって人類社会の福祉と国民生活の水準向上

とに寄与することを求めている。この法の精神に則り、

原子力発電所の安全性が確保される限り、運転を許容し

社会・国民に役立てられるようにすべきである。 
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